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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第6条 略 

 

第1条から第6条 略 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

機関 事務 

略 略 

3 町長 瑞穂町重度身体障害者等救急

直接通報システム事業の実施

に関する事務であって規則で

定めるもの 

略 略 

6 町長 瑞穂町重度心身障害者住宅火

災直接通報システム事業の実

施に関する事務であって規則

で定めるもの 

略 略 

20 町長 瑞穂町高齢者住宅火災直接通

報システム事業の実施に関す

る事務であって規則で定める

もの 

21 町長 瑞穂町高齢者救急直接通報シ

ステム事業の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

略 略 

                                   

                          

                 

                                   

                          

                        

24から38

 略 

略 

 

機関 事務 

略 略 

3 町長 瑞穂町重度身体障害者緊急通

報システム事業   の実施

に関する事務であって規則で

定めるもの 

略 略 

6 町長 瑞穂町重度心身障害者火災安

全システム事業    の実

施に関する事務であって規則

で定めるもの 

略 略 

20 町長 瑞穂町高齢者火災安全システ

ム事業    の実施に関す

る事務であって規則で定める

もの 

21 町長 瑞穂町高齢者緊急通報システ

ム事業  の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

略 略 

24 町長 瑞穂町高齢者ふれあい訪問事

業の実施に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

25 町長 瑞穂町高齢者生活支援ヘルパ

ー派遣事業の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

26から40

 略 

略 

 

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 



-2- 

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 

3 

町長 

瑞穂町重度身

体障害者等救

急直接通報シ

ステム事業の

実施に関する

事務であって

規則で定める

もの 

略 

略 略 略 

6  

町長 

瑞穂町重度心

身障害者住宅

火災直接通報

システム事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

略 

略 略 略 

20  

町長 

瑞穂町高齢者

住宅火災直接

通報システム

事業の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

略 

21 

町長 

瑞穂町高齢者

救急直接通報

システム事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

略 

略 略 略 

 

 

  

 

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 

3 

町長 

瑞穂町重度身

体障害者緊急

通報システム

事業   の

実施に関する

事務であって

規則で定める

もの 

略 

略 略 略 

6  

町長 

瑞穂町重度心

身障害者火災

安全システム

事業    

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

略 

略 略 略 

20 

町長 

瑞穂町高齢者

火災安全シス

テム事業  

  の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

略 

21 

町長 

瑞穂町高齢者

緊急通報シス

テム事業  

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

略 

略 略 略 

24 

町長 

瑞穂町高齢者

ふれあい訪問

生活保護関係情

報であって規則 
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24か 

ら40

略 

略 略 

 

 

 

事業の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

で定めるもの 

 

 

 

地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

25 

町長 

瑞穂町高齢者

生活支援ヘル

パー派遣事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

生活保護関係情

報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

26か 

ら42

略 

略 略 

 

別表第3 略 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3 略 

 


